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平成30年度文部科学省実践研究事業

～障害者の多様な学習活動を総合的に支援するための実践研究～

障害のある青年成人への
セルフ・アドボカシー支援に向けたキャリ
ア教育と地域包括支援プログラム

学校卒業後における障害者の学びの推進に関する有識者会議（第１１回）資料
平成30年10月18日10:00-12:00 文部科学省東館13階会議室

資料２－１



1.事業にいたる背景

①卒後の支援ニーズ；実態調査
学校卒業後の社会的トラブルと
支援困難さ

②ＴＳ（トラブルシューター）実践から見えてきた課題
－本人のセルフアドボカシー支援の必要性

③本人のリスクアセスメントに合わせた学習プログラム
開発の必要性ーKeep Safe(ySOTESC-ID）開発



学校卒業後のトラブル支援ー支援困難なトラブルとは？
調査対象；特別支援学校等の教員

■特徴；教員が卒後支援で困難を感じるトラブル
①社会的逸脱行動（万引きなど）
②性的トラブル（被害・加害）
③金銭/消費トラブル

トラブル（種類別）
消費者トラブル

不審者

その他

暴行

家出、失踪

恐喝・金銭トラ
ブル 性的トラブル

社会的逸脱行動

社会的逸脱行動
性的トラブル
恐喝・金銭トラブル
家出、失踪
暴行
消費者トラブル
不審者
その他



各地ＴＳ＝個々の機関が抱えている困難事例

○軽度知的女子：繁華街で声を掛けられる。無断外泊。タブレットとスマホ等の契約複
数。 男性からの暴力、職場へ本人を呼び出す電話が入り発覚。
→支援センターと職場への訪問。→警察。法テラス→自己破産
→生活の乱れからくる就労の不安定。定期的な職場訪問を実施就労は継続する
→生活の場の変更；GHを見学するも拒否 →1年後に離職→福祉サービスにつなぐ

○軽度知的男子：里親との別離。障害児施設へ。高等部卒業後就労。
性的犯罪→執行猶予→職場の退職。居住の変更→執行猶予中の再犯
→刑務所→卒業後の居住地の問題→地域定着支援センター
→他県；就労移行支援(入所) →現在、居住の変更を検討中（実施機関）

○軽度知的男子：痴漢行為。
性的課題→学生時代に見たビデオがきかっけで痴漢行為を繰りかえす。
→その結果、少年院に→これまで築いてきた人間関係を失ってしまう。
→誤った認知：歪んだ情報→自分自身の発散の仕方→学び直し



1.事業にいたる背景

③本人のリスクアセスメントに合わせた学習プ
ログラム開発の必要性

ーKeepSafe(ySOTESC-ID）開発

②ＴＳ（トラブルシューター）

実践から見えてきた課題
－本人のセルフアドボカシー支援の必要性



トラブルシューター（ＴＳ）ネットワークとは

➢目的；
社会から孤立している、あるいはそのために、トラブルや

触法行為を犯した知的障害者・高齢者（さまざまな問題
行動を抱える人を含む）に対して、地域の支援者、司法
関係者、矯正関係者、親、学校関係者、行政等が、ネット
ワークを組みながら包括的な支援を実施できる体制を創る。

➢活動；包括的な支援基盤の構築を目的にする
①包括的な支援基盤およびＴＳ人材養成
②地域におけるトラブル予防に向けた取り組み
③「入り口支援」
④本人支援としての再犯防止プログラム
（ＳＯＴＳＥＣ－ＩＤ）実施と支援者養成
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ＴＳ人材養成【基本プログラム】資料2-2，2-3参照



ＴＳ構築に向けて－１
ネットワークによる支援（ハブとスポークモデル）
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相談支
援

事業所

地域生活定
着支援セン
ター

就労支援
事業所

行政機
関

弁護士

家族

ＧＨ 病
院

対象者の状況に
応じて、中心は
入れ替わる
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協議会
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ＴＳ構築に向けてー２－１
トラブル予防・解決のために

警察 検察

少年
院

鑑別
所

相談支援
センター

刑務所 地域生活定着
支援センター

保護

観察
所

生活困窮
者支援
センター

自立支
援

協議会

行政機
関

学校

現状、司法、福祉分野の
各機関には、「はざま」
が点在している・・

弁護士
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ＴＳ構築に向けてー２
機関・分野をつなぎ、地域を耕すこと
が重要+新たな人材の養成ＴＳ

警察
検察

少年
院

鑑別
所

相談支援
センター

刑務所 地域生活定着
支援センター

保護

観察
所

生活困窮
者支援
センター

自立支
援

協議会

行政機
関

学校

弁護士
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ＴＳ構築に向けてー３
対象者の理解（氷山モデル）
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表面的なトラブル
や犯罪

孤立

社会的排除

虐待 貧困

思考・認知
の歪み



ＴＳ構築にむけてー４
社会的トラブルや犯罪行為の理解
（生物・心理・社会モデル／ＢＰＳモデル）

個人内因子

•生物的要因（障がい特性、気質等）

•心理的要因（不安、葛藤、欲求等の本人の認知、
感情）

環境因子

•社会的要因（家族、職場、友人等本人を取り巻く
環境）

障がいがある人の場合、複合的な要因の影響が深
刻化しやすい
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個人内因子の影響が強いほど、環境調整だけでは問題解
決が困難で、専門的支援・学習プログラムが必要
丁寧なアセスメント→セルフアドボカシー学習支援



ＴＳ構築に向けてー６
包括的なネットワーク 燃え尽きない支援のために

本人支援には、息の長い支援が必要
本人の望む支援と支援者の提案する支援
支援者との適切な関係性の前提
（愛着障害、学習性無力感等）

再トラブルもあり得る
（施設よりＧＨ、ＧＨよりアパート独居と、自由度が高い
支援の方がリスクは高い）

アセスメント→プランニング→セルフアドボカシ―学習の機会
→支援の実施→モニタリング

支援機関、担当者の連携、変更もあり得る

15

本人の強みを活かし、トラブル・犯罪をしないで地域生活を楽
しむことを知ってもらうことが、結果的に再犯防止につながる

（ストレングスモデル、グッド・ライブズ・モデルの視点）



③本人のリスクアセスメントに合わせ
た学習プログラム開発の必要性
ーKEEP SAFE(YSOTESC-ID）開発

1.事業にいたる背景



リスク・ニーズと学習プログラム関係

リスク・ニーズ

中リスク ～ 高リスク低リスク ～

低リスク・ニーズの人には
⇔ 低リスクプログラム

高リスク・ニーズの人には
⇔ 高リスクプログラム



リスク・ニーズと今まで開発した学習プログラム関係

リスク・ニーズ

中リスク ～ 高リスク低リスク ～

「自分で自分を守る」
・痴漢疑い、万引き誘い

「発達障害のある人への
性支援」
・プライベート＆
パブリック

本人のリスクの気づき
支援者との問題の共有

方 法
グループセッション

1回～3回程度



リスク・ニーズと今まで開発した学習プログラム関係

リスク・ニーズ

中リスク 〜 高リスク低リスク ～

性犯罪再犯防止プログラム
SOTSEC-ID

・認知行動療法
・共感、健全な性

方 法

3地区で実施済み
本人の認知の変容
対象；18歳～

6か月～1年プログラム



リスク・ニーズと本事業で開発する学習プログラム

リスク・ニーズ

中リスク ⇔ 高リスク低リスク ⇔

「Keep Safe」
ｙSOTSEC-ID

性問題行動を有する青少年
と保護者に向けたグループ
学習プログラム

支援者と保護者と共有
対象；12歳～青少年

～成人
方 法

グッドウェイモデル、
グッドライブズモデル

6か月～1年半プログラム



２.本法人による研究事業の概要

①学習プログラム
開発 Ｋｅｅp Safe

(ｙSOTSEC－ＩＤ）

②地域包括支援
のモデル基盤

③ＦＴ支援
者養成プロ
グラム



本法人による研究事業の概要

①リスク対応型学習プログラム開発
「Keep Safe」（ｙSOTSEC-ID）

②地域包括支援のモデル基盤構築

③ＦＴ支援者養成プログラム

成果：全国各地でのセルフ・

アドボカシー学習の実施基盤
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２.本法人による研究事業の概要

①リスク対応型学習プログラム
「KEEP SAFE」（ＹSOTSEC-ID）
性問題行動を有する青少年と保護者に
向けたグループ学習プログラム



モジュール1: プログラムについて、ルールつくり
モジュール2: 心と身体の成長の変化、関係性、境界
モジュール3: 自己の感情の理解・感情のコントロール
モジュール4:自分の行動を理解する
モジュール5: 共感と結果の予測(その後何が起こるか)
モジュール6: 私のKeep Safe計画の作成

前に進む準備
保護者向けセッション

KeepＳａｆｅ
モジュール1～６



２.本法人による研究事業の概要

②地域包括支援のモデル基盤
の構築（地域連携協議会）



各地ＴＳ2018実施モデル（連携協議会）
＊準備中を含む

石狩ＴＳ
多摩ＴＳ

新潟ＴＳ
沖縄ＴＳ

盛岡ＴＳ
香川ＴＳ

名古屋ＴＳ
奄美大島ＴＳ

○ 本人部会＋相談支援センター
○ Ｂ型事業所＋相談支援＋地域の多職種連携

○ 基幹相談支援センター
＋地域の多職種連携

○ 発達障害者支援センター
+ 地域の多職種連携

○ 児童相談所コア＋地域での支援
○ 相談支援＋特別支援学校＋多職種連携



発達障害者支援センターをベースに（地域生活安心サポーター養成と連携）

セルフアドボカシー支援（ｙSOTSEC-ID講座の実践）

発達障害者
ＴＳ（地域生活安心サポーター）

スーパーバイザーチーム
（都道府県、発達障害者支援センター、発達障害者地域
生活安心サポーター等で組織。
・当事者の情報集約
・当事者や家族、警察等と発達障害者地域生活安心
サポーターのマッチングと派遣依頼

・発達障害者地域生活安心サポーターの養成、助言、
活動把握、情報提供等

★セルフアドボカシー支援（ｙSOTSEC-ID講座
の実践）

★支援
希望

★養成
助言

活動把握
情報提供

希望者との
★マッチン
グと派遣依
頼

地域で生活する発達障害者は、その障害の特性のため日常生活の中で通常とは異なる課題や困り事（犯罪の被害や加害、災害など）
が生じ、周囲からは理解されにくい行動に至ることがあるが、周囲の関係者等に発達障害についての正しい知識と理解がない場合には、
発達障害者の地域生活の継続が困難となる。
このため、課題や困り事が生じた際に発達障害の特性や行動の背景を、地域住民や警察、避難所担当者、マスコミ等に説明し理解さ

せ問題の解決に向けて助言することが重要であり、その役割を担う者（ＴＳ/発達障害者地域生活安心サポーター）を養成することに
より、発達障害者の地域生活の支援を推進する。

発達障害者地域生活安心サポーター養成研修を受講し、①発達障害の特性についての正しい理解の下 ②制度や地域資源に関する知

識を有し、③課題発生時には住民や警察、避難所担当者，マスコミなどへの説明を担う者 ※守秘義務への同意を条件とする

ＴＳ／発達障害者地域生活安心サポーター

★支援要否
の判断

当事者

支援希望

・周囲が心配になったり、
トラブルになったとき。

・不安が強くなり、興奮や
精神的な緊張が収まらなく
なったとき

・セルフアドボカシー
支援を受けるニーズが
発生したとき

保護

警察，避難所等

★リスク・マネジメント

★クライシス・マネジメント



２.本法人による研究事業の概要

③ＦＴ（ファシリテーター）
支援者養成プログラムの実施

（2日間プログラム）

：11月10日 コアＦＴ養成講座実施
：12月～ 各地ＴＳで実施
：ＦＴ認定証の発行



各地ＴＳ＝構成と問題意識
• 特別支援学校教師の思い→卒業生は、いま・・・

• 福祉施設職員の思い→通所中、作業中、グループホームで・・・

• 矯正・更生施設職員の思い→出た後、社会復帰後・・・

• 保護者の思い→いつも、いつでも、いつまでも・・・



各地ＴＳの強みを活かして

•特別支援学校や少年院での指導モデル
→個々の対象者に応じてつくるワークセッション

• ワークショップや成人講座で培ったノウハウ
→参加者の主体的学びをつくるアクティブ
ラーニング

• にげない・あきらめない福祉の心意気
→利用者とともに歩む伴走者的支援

• アウトリーチ＆インフォーマルアプローチも
辞さない専門機関

→素早い対応と確かなフォロー



ＴＳネット+KeepSafe（ySOTSEC-ID）

各地区のネットワーク

障害のある人の
セルフアドボカシー講座

早期の介入・救済

理解啓発

事例検討

講演会

トラブルシューター養成

KEEP SAFE（ＹSOTSEC-ID）養成講座



セッション開始前・準備



コンポーネント Ⅲ

一般的な共感性と被害者
への共感性の醸成

リラプス・プリベンション

コンポーネント Ⅱ

認知モデルと
性犯罪モデル

セッション

セミオーダーでプログラム作成
（例；SOTSEC-ID）

Ｍｅｎ‘ｓのプロ
フィール・課題

動的アセスメント

コンポーネント Ⅰ
グループの目的、
ソーシャルスキル

共通言語
対人関係と性教育

プログラム案

ＳＯＴＳＥＣ－ＩＤ
の目的

ＧＯＯＤ
ＬＩＦＥ



セッション構造（例；各地により検討）
◆日時 毎週土曜日１４：００～１６：００
◆ファシリテーター

2人以上（支援者、精神保健福祉士・社会福祉士、障害福祉事業所職員、
弁護士、少年院教官、特別支援学校教諭)で構成。

各回は、ＭＦＴ１、ＳＦＴ1～２、計２～３名で実施。

◆セッションの流れ
準備 １３：００にメンバーが集合し、会場づくりとその日の確認をする

１．前回の復習 宿題の確認と前回内容のディスカッションによる確認
２．新しい課題の導入 新しい概念やスキルの提示
３．（休憩：お茶やお菓子を食べる）
４．スキルの確認とモデリング・ロールプレイなど
５．宿題の提示（ないときもある）
６．旅費の精算・会場整理・帰宅時注意事項等

片付け・反省

◆メンバーが帰ったら、反省と次回以降の打合せを１７：００迄



正確なリスクアセスメントと
リスクマネジメント

セッションから

１．日常的な支援者（家族、ＧＨ世話人、事業所支援員、

雇用主 ｅｔｃ．）からの情報提供と後方支援

２．当事者からの聞き取り、セッション進行の中から知る

情報の重要性

３．環境リスクの把握と送迎体制等の配慮が必要な場合も

４．一人一人とつながるメール・ＳＮＳ等の活用

５．いざという時の関係機関（弁護士、病院、福祉事業所等）

連携



特定非営利活動法人ＰandＡ-Ｊ  【２０１６ＷＡＭ事業優良事例評価】

孤立の障害者高齢者を社会につなぐＴＳ
ﾄﾗﾌﾞﾙｼｭｰﾀｰ

事業

団体概要 

広く一般市民を対象にして、障害の

ある人の権利を護る社会をめざして

研究活動および社会啓発に関する事

業を行い、もって障害のある人が安全

で安心して暮らせる福祉や社会の実

現に寄与することを目的に、平成 20

年に設立。 

助成の概要 

◆助成区分：全国広域

◆助成金額：3,000 千円

◆他地域への普及が期待される事業

◆複数年助成（Ｈ２７～Ｈ２８年度） 

事業概要 

障害者･高齢者等の社会的孤立や触法を防ぐことを目的に、全国で福祉職員、教職員、退職したシニア層を対

象にトラブルシューター（TS）の養成講座を開催。活動には当事者の家族やシニア層が関わり、弁護士等とネ

ットワークを形成した。当事者･家族のエンパワメントをはかり、生活困窮からトラブルを起こす障害者を地域

のネットワークが救うという助け合いの輪を広げることを目指した事業 

取り組んだ課題

●支援基盤構築／トラブル予防／入口・専門支援

お金がなく、家族や相談できる人も周囲におらず万

引き等の微罪を重ね、有罪判決を受ける障害者、いじ

めや学校での不適合からひきこもり、その末に家族を

襲う事件等が後を立ちません。その背景には、孤立や

社会的排除、虐待や貧困、思考・認知の歪みがあり、

本来なれば、制度や地域社会で守られるべき者です。

トラブルを防止する入口支援や再発防止の専門的な

取組等、地域や司法・矯正、親や学校、行政等分野を

越えた支援基盤の構築が急務となっています。

●各地に TS 事務局の設置

が必要

 高齢者や障害者等のトラ

ブルは全国各地で生じてお

り、即時対応できる身近な

支援団体を各地に増やす必

要があります。 

事業内容  

①各地でのトラブルシューター養成講座等の開催

障害者・高齢者等の社会的孤立や触法を防ぐため、全

国 10 か所で福祉職員、教職員、司法関係者を対象に

トラブルシューターの養成講座を開催。講座や活動に

は福祉支援者や弁護士などの司法関係者とのネット

ワークを形成。（盛岡、滋賀、沖縄中部圏域、沖縄八重山圏

域、三重、横須賀、新潟村上、新潟新発田、多摩、東京）

②性トラブル支援 SOTSEC-ID 本人支援者講座開催

性犯罪や性トラブルへの支援や再犯防止プログラム

について理解を深め、障害者や高齢者のトラブルに対

して支援できる人材の養成とネットワークを構築す

ることを目的に実施。（新潟、京都、奄美大島、沖縄、八重

山、静岡） 

③報告会の開催及びＴＳネットワーク一覧・ＨＰ作成

全国のＴＳ12 ヶ所の実践に関する共有基盤を構築。 

社会的孤立 障害者 高齢者 ＴＳ研修 啓発 

人と人とのつながりの中で入口段階で問題解決を図る 
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事業実績                

① 福祉職員等へのＴＳ養成講座・セミナー 

目標：全国 10 箇所 

   400 名程度 

実績：全国 10 箇所 

   600名程度 

② 性トラブル支援者講座 

目標：全国 5 箇所 

   150 名程度 

実績：全国 5 箇所 

   160名程度 
 

事業の成果                     

●各地域でコア組織が生まれ、定例ネットワーク構築 

 支援者､親､行政（市町村担当者）､弁護士､保護観察所､刑務

所､発達障害者支援センター､地域生活定着支援センター､基

幹相談支援センター､病院､保健所、地方検察庁検事の参加等､

多様な専門家から参加が得られ､コアとなる組織を中心とし

て定例的なネットワーク体制が構築できました。 

 

●全国の TS ネットワークの発展的展開 

各地域において持続可能な体制作りが進みました。 

地域密着

型TS活動 

※地域組織がコア

となり継続 

■東京 TS 

・おおた TS（自立支援協議会ｺｱ）・ あだち TS（弁護士ｺｱ）  

・ 多摩 TS（就労支援継続Ｂ型）  

■新潟県 TS 

・多職種連携（基幹、刑務所ほか） ・新発田ＴＳ、村上ＴＳ  

■沖縄 TS 

・沖縄中部圏域 TS  ・八重山圏域 TS 

■南東北 TS（仙台、山形、福島が連携した TS） 

行政との

連携によ

るTS活動 

■千葉・富津ＴＳ        市障害福祉課との連携  

■東京・おおたＴＳ    自立支援協議会等との連携  

【厚労省との連携（発達障害支援者研修）】平成 27 年度～ 

 

 

 

 

 

 

 

取り組みの工夫                    

● 公的機関のネットワーク支援への組み入れ 

ネットワークに公的機関（市町村障害福祉課、弁護士会、

検察庁、少年鑑別所、少年刑務所等）を組み入れ、TS 講座の

シンポジストとしての登壇や参加を得ることで、TS 活動をよ

り公的な役割として位置づけることができました。 

● 研修と併せて「更正支援コーディネーター」を養成 

 TS 研修は課題の認識を図る種まきの役割として位置づけ、

研修受講者の中から数名に絞り、更正支援コーディネーター

として養成研修を実施したことで各地域のコア組織の定着に

寄与しました。 

評価コメント           

● ２年間の助成で効果的な実施ができ

ており、計画以上の効果があがってい

ます。厚生労働省の取組に TS 研修が

取り入れられた点を評価しました。 

 

● 一般市民への認知度はまだ低く、報

道機関等への働きかけが重要と思われ

ます。今後も TS を多数養成し、活動

を活発化し更なる事業の発展を期待し

ます。 

成果物              

■ 障がいのある人と社会をつなぐ トラブルシュー

ター＜2016 年度全国ＴＳ養成セミナー実践報告＞ 

今後の展開・団体から                                   

平成 28 年度を終え、34 都道府県に TS 運営事務局が設置され、研修受講は 3,800 人に上っています。 

WAM 助成により、全国各地に研修プログラムを普及され、活動を継続するための運営事務局が設置された

ことは大きな成果です。しかし、各地における入口支援の体制は未だ不足しており、地域に根付きながらも、

必要な資金や社会資源は県域を超えて共有できる仕組みの構築が今後の課題です。国が進める行政施策とも連

動した重要な活動として、弁護士等の社会資源が乏しい東北地区や島部、過疎地域等さらに広域的な連携によ

り事業推進を図ります。 

団体情報：http: //pandasj.com/ts_network.html 

①
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②刑事司法手続きの入口支援 
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出

口
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再犯防止に向けた専門的アプローチ SOTSEC-IDの実施 

http://pandasj.com/ts_network.html


 



トラブルシューターとは “紛争解決者” 
Trouble(問題)をshoot(解決)する人 

「トラブル・シユーターが目指すもの」 
最近の動き(過去の事件やトラブル、法
務省や検察庁の制度改革の動きなど)
から、なぜ、今取り組むべきなのかを理
解する。 

『問題行動」「触法障がい者の理解 
なぜ彼らは事件や問題を起こすのかを 
科学的に理解し、支媛の方法と誤解を
解消に向けた 
合理的根拠を理解する。 

「グループワーク」 
インストラクターが各グループに入り進
行する。 
事例検討と今後のネットワーク構築デ
イスカッション。 

「いざという時の対処法」 
「逮捕されてから起訴されるまでにや
れること」 
「危機介入の方法」 
 (弁護士が担当。刑事手続きなどの解
説と演習) 

第２講義 

第１講義 

第３講義 

トラブルシューター（TS）の役割 
 

 知的障がい・発達障がいのある人が障がい特性から誤解さ
れやすく、それによって問題行動や事件（金銭的トラブル、
性的犯罪など）を起こしてしまうことがあります。障がいを
正しく理解し、彼らの抱える生きづらさに寄り添った支援を
することで「社会生活」を送ることが可能になります。「自
尊心」を大切にし「心豊かに生きる」を目標に支援を考え、
家庭・司法・医療・行政・福祉・教育・地域などが連携・協
力する仕組みを構築していくことが必要です。 
 トラブルシューターはその仕組みの中の一人です。本人と
ともに解決（快結）したり未然に防いだりするための新たな
人材となります。知的障がい・発達障がいのある人が心豊か
に社会生活できるように是非ご協力ください。 
                                                            
◆修了者には「TS基礎コース修了証」を発行いたします。                      

お申し込み方法／問い合わせ先 

第４講義 

主催：ＮＰＯ法人Ｐａｎｄａ－Ｊ 本事業は2015年度福祉医療機構の助成事業によって行っています。 
共催：石狩市・石狩市自立支援協議会・ＮＰＯ法人石狩市手をつなぐ育成会・Ｐ＆Ａいしかり 
後援：石狩市社会福祉協議会 

トラブルシューター養成セミナープログラム 

①参加者氏名 ②所属またはお立場 ③電話番号 
 をご記入の上、E-mail又はFaxでお申込みください。 
しめきり：平成２８年３月４日（金） 
E-mail： ｔｒｓ＠harunire．or．JP 
F A X： ０１３３－７３－８８６９ 
尚、特別な事情が無い限り、返信は致しませんのでご了
承下さい。 
当日連絡先：P&Aいしかり事務局 

【携帯：０９０－１７６５－１１６６（金子）】 
  

講 師 
堀江まゆみ氏（白梅学園大学教授・ 

ＮＰＯ法人ＰandＡＪ代表） 

野沢和弘氏（毎日新聞社論説委員・ 

ＮＰＯ法人ＰandＡＪ副代表） 

１０:１０～１１：１０ 

１１:１５～１２：１５ 

１３:００～１４：４５ 

１５:００～１６：２０ 



再犯防止に向けた地域包括的支援プログラム
ＳＯＴＳＥＣ－ＩＤ「ソトセック・アイディ」 

主催：ＮＰＯ法人Ｐａｎｄａ－Ｊ 本事業は2015年度福祉医療機構の助成事業によって行っています。 
共催：石狩市・石狩市自立支援協議会・ＮＰＯ法人石狩市手をつなぐ育成会・Ｐ＆Ａいしかり 
後援：石狩市社会福祉協議会 

講 師 
堀江まゆみ氏（白梅学園大学教授・

  ＮＰＯ法人ＰandＡＪ代表） 

  SOTSEC-IDは、性的トラブルなど
の困ったことを乗り越え、いきいき
と暮らせるようになるために、本人
と地域の支援者たちが協働し包括的
に支援するプログラムです。これま
で、発達障害や知的障害のある人た
ち向けの性教育や認知行動療法など
の教材があまりなかったのですが、
イギリスのケント大学で作成され日
本にも取り入れられてきました。
まだ、日本ではできたてのホヤホ

ヤで、全国に先がけて東京の多摩地
域で実践していきます。
このプログラムは「地域包括支援

モデル」なのが特徴的です。これは、
学校や病院、刑務所など閉ざされた
ところで行うのではなくて、性的な
トラブルで困っている人たちを中心
に、学校の先生や大学教授、お医者
さんや福祉関係の職員たちがチーム
をつくって、地域（街中＝マチナ
カ）で支援していくものです。
SOTSEC-IDに参加し、いろんな人と

めぐり会い、街中で生活しづらかっ

たことを減らしていきましょう。「も
う、ひとりではない！」と思えるように
していくことを大切にしています。 

SOTSEC-IDとは？ ◆参加対象

 福祉支援者，相談支援者，教員，弁護士等，保護観察官，
矯正施設関係者，行政関係，医療関係，心理関係ほかなど
支援に関わる方，あるいは専門職の方。 

※資格があるかどうかは，問いません．関心のある方で
結構です． 

※「性加害，性犯罪に関する研究活動」の一環として実
施しますので研究協力が可能な方、地域での継続実施が可
能な方を原則とします。 

◆内  容 

①ＳＯＴＳＥＣ－ＩＤとはどんなプログラムか
②ＳＯＴＳＥＣ－ＩＤのプログラム内容と，実施方法を

 知る 
③事例検討－リスクアセスメントをやってみる
④事例検討－プログラムや教材をつくってみる
⑤実施にあたっての留意点と課題―今後のネットワーク

①参加者氏名 ②所属またはお立場 ③電話番号
をご記入の上、E-mail又はFaxでお申込みくださ

い。 
しめきり：平成２８年３月４日（金） 
E-mail： ｔｒｓ＠harunire．or．JP
F A X： ０１３３－７３－８８６９
尚、特別な事情が無い限り、返信は致しませんので
ご了承下さい。
当日連絡先：P&Aいしかり事務局

【携帯：０９０－１７６５－１１６６（金子）】 

お申し込み方法／問い合わせ先

  資料２－３
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